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（事業計画書様式１） 

１ 施設概要 

 

２ 指定管理者概要 

 

 

 

 

 

  

公園名 谷本公園 

所在地   神奈川県横浜市青葉区下谷本町 31-10 

公園面積、公園種別 33,777 ㎡ 、 地区公園 

主な施設 【南エリア】 

球技場、ニュースポーツ広場、ビオトープ、管理棟 

【北エリア】 

多目的運動広場 

【高架下エリア】 

庭球場、多目的運動広場 

特徴 東名高速道路青葉インターチェンジに近接する公園です。

南エリアはサッカー・フットサル・少年ラグビーができる

球技場の他、ニュースポーツ広場やビオトープが整備され

ています。北エリアは暫定整備された多目的運動広場があ

り、2022 年 4 月からは高架下を活用した庭球場と多目的

運動広場が整備され、園地が拡張しました。 

公園開園日 2009 年 4 月 12 日 

指定管理者名 緑とコミュニティーグループ 

構成団体・所在地 

代表企業  藤 造園建設株式会社 

神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町 6-7 

生駒造園土木株式会社 

横浜市戸塚区小雀町 1956-1 

株式会社 田澤園 

横浜市南区六ツ川 4-1234 

株式会社 三光ビルサービス社 

横浜市中区本町 1-3 綜通横浜ビル 

指定管理期間 2022 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日 

現指定管理者管理運営開始日 2019 年 4 月 1 日 
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（事業計画書様式２） 

１ 公園の管理運営にあたっての基本方針（ビジョン）  

都市公園は都市の貴重なオープンスペースとして、安らぎや癒しの提供、美しい景観や

生態系の保全、防災活動の拠点など様々な機能を持っています。また、スポーツ、レクリ

エーション、コミュニティ活動の場として市民の生活を豊かにする役割も担っています。 

 一方、公園をとりまく社会・経済環境の変化、ニーズの多様化、生物多様性や環境問題

への配慮などにより、公園に求められる機能や役割も大きく変わりつつあります。 

これらの変化や要求に応え、より多くの方がスポーツや自然体験、レクリエーションな

ど様々な活動を行い、楽しむことができる場所となるような管理運営を目指します。 

 

２ 本年度の基本的な管理運営方針（ミッション）  

 基本方針を達成するためには、公園のもつ普遍的な存在機能としての価値を守り育みな

がら、変化していく利用者のニーズを理解し、それらを市や地域と連携を取りながら、公

正公平に十分な配慮をした上で管理運営に反映させていく必要があります。 

利用者の声に耳を傾けニーズを読み取り、公園施設の管理運営に取り入れることで、効

率的に公園の持つ価値や機能、魅力を向上させ、地域や利用者の利便性やサービスを向上

させると共に、民間のノウハウを活用し、経費の削減や市の負担を軽減させます。 

 

公正公平な管理運営を行うためには、利用者、地域、生き物たち、横浜市、指定管理者

といった 5 つの利害関係者のバランスが調和していることが大切だと考えています。  

当団体は、この 5 つの利害関係者を結んでできた星を「Y 

Park Star」（ワイパークスター）と名付け、公園の様々な課

題や取組に対し、それぞれの利害関係者にどういった影響が

あるのかを考慮し、「公正・公平」「安全・安心」を第一に考

え管理運営を行っていきます。 

 

３ 運営業務の実施計画・取組  

 それぞれの利害関係者に応じた取組を行い、ミッション達成を目指します。例として、

当公園は自然と触れ合う場所としてビオトープが整備されているため、「生き物」と「利用

者」に対する取組として、住みやすい環境となるような維持管理水準の設定や、観察会と

絡めた参加型の生物調査を行います。「地域」に対しては公園をスポーツイベントの会場と

して利用したいという要望が多くあるため、公共性などに関しての精査を行った上で、地

域イベントでの利活用を積極的に受け入れます。「横浜市」や「指定管理者」に対しては、

こまめな情報共有によるスムーズな管理運営や、小さな不具合の内に応急処置を行うこと

で大規模修繕を減らして支出を抑えるなどに努めます。 

 ミッション達成のためには様々な視点からの意見を収集する必要があるため、アンケー

トや日常の会話を通じてニーズの多さや移り変わりなどを読み取り、臨機応変に運営を

行っていきます。 
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４ 管理運営体制、人員の配置と研修計画  

（１）管理運営体制 

令和 5 年度 人員配置表 

公園管理事務所 

 

公園管理本部 

 

 

（２）勤務体制 

 

 

名
名

役職 担当業務 人数

公園管理責任者
（施設長）

公園管理全般のほか、地域や関係機関との調整、報
告書の作成等、指導監督的な管理業務を行い、苦情
等の問題発生時には公園の代表者として対応に当た
ります。

1 名

名（副施設長）
作業スタッフ 日常的な公園管理業務
受付スタッフ 有料施設の受付、問合せ等の対応 1

～ 7
技術職員 公園管理責任者の不在時に公園管理責任者の代理と

して働くほか、公園管理全般の業務に従事します。 2

ナイタースタッフ 有料施設の受付、問合せ等の対応 1

複数の公園の報告等を総括し、業務を円滑に進める役割を持ちま
す。なお、公園管理責任者を兼任する場合があります。

公園管理本部職員
各担当業務の管理、取りまとめ、更新、調査、報告を行い、公園管
理事務所と連携をとり、円滑に且つ、包括的に業務を行います。ま
た、人員採用や支払、請求についても包括的に行います。

役職 担当業務

総轄責任者
全体の総轄、業務の最終決裁の権限を有し、全体の技術的指導や意
識統一の為に配置し、公園管理本部の他の職を兼任しません。

エリア所長

第1 第2 第3 第4 第5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

★ ★ ★ 休 休 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 休 休 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 休 休 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 休 休 ★ - - - - - - - 22

B A C B B A A B B B A B 4 7 1 - - - - 12

C B B B B A C A A B A 4 5 2 - - - - 11

C B B B B A A A C A B 4 5 2 - - - - 11

A A B A B B B B A A C 5 5 1 - - - - 11

B A A A B C A A A C 6 2 2 - - - - 10

A A C A B A A A A A 8 1 1 - - - - 10

A A A C B B B B A B 4 5 1 - - - - 10

D D D D D D D D D G D - - 0 10 - - 1 11

D D D D D D D D D G D - - 0 10 - - 1 11

D D D D D D D D D D - - 0 10 - - 0 10

E E E E E E E E F - - - 0 8 1 0 9

E E E E E E E E G E - - - 0 9 0 1 10

E E E E E E G E E - - - 0 8 0 1 9

■ 通常A）8：00～17：00（7.5h） ■ 遅番B） 8：00～17：30（8.0h） ■ 午前勤務C） 現場…8：00～12：00（4.0h）

■ 受付D） 8：30～17：30（7.5h） ■ ﾅｲﾀｰ受付E） 17：00～21：30（4.5h） 受付…8：15～12：45（4.5h）※抽選会以外は8:30～

■ ﾅｲﾀｰ受付F） 15：00～21：45（6h） ■ 受付・ﾅｲﾀｰG） 15：00～17：00（2h） ： 責任者代理

技術職員（副施設長）

予定シフト表  件名：指定管理者＜谷本公園＞管理 令和　５年　４月

氏名 Ａ Ｂ C D E F G 計

施設長

ナイター職員

技術職員（副施設長）

技術職員（副施設長）

技術職員（副施設長）

現場スタッフ

現場スタッフ

現場スタッフ

受付職員

受付職員

受付職員

ナイター職員

ナイター職員

勤 務 時 間
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（３）人員体制の考え方・職能等   

・人員体制 

構成団体の中核となる企業に設置する公園管理本部と、現場にある公園管理事務所で

役割を分担して谷本公園の管理運営を進めます。 

公園管理事務所には公園管理責任者（施設長）を配置し、不在時には公園管理責任者

の代理となる者を、複数配置する技術職員（副施設長）の中から指名します。基本体制

として通常 4 名を配置し、公園管理責任者の休業日及び繁忙期は、3 名～13 名の配置を

行います。 

公園管理本部は当団体が公園運営管理を担当する全ての公園の公園管理事務所を統括

する専門の部署として、各種報告を受け対応指示を行うほか、監督指導、執行管理、職

員研修の実施、各種マニュアル整備などを行います。 

・職能 

施設長は、公園管理本部職員で指定管理業務を１年以上の実務経験があり、公園管理

の全般にわたり豊富な知識と実績、リーダーシップのある者を配置します。 

副施設長は、構成団体に直接雇用された正社員もしくはパート職員で、公園管理の実

務経験が 6 ヶ月以上の者を配置します。 

 

（４）職員の人材確保及び人材育成・職員の研修方針及び計画について 

人材の確保と育成は公園管理の質の向上、利用者サービスの向上に寄与するものとし

て、継続的に実施して充実を図ります。  

人材育成にあたっては、安全管理、接遇をはじめとした様々な業務を遂行できるよ

う、定期的な研修などを通じてスタッフのレベルアップを図るとともに、業務を通した

指導と学習によりスタッフの技術・技能の向上、意識の統一を図ります。 

資格の取得にあたっては、公園の管理業務に求められる資格（公園管理運営士、造園

技能士、各種機械等作業資格など）の取得を奨励し、職員が専門知識・技術を習得でき

るよう、積極的に研修を行います。 

また、全本部職員を招集した定例会議を月 1 回行い、情報交換、相互連携、資材共有

などの調整を行い情報共有や対応の均質化を図ります。また、公園管理事務所でも、全

公園管理事務所スタッフを招集した定例会議を月 1 回行い、本部定例の決定事項や公園

内の情報交換、苦情要望事例や対応方針、全体研修などを行い、スタッフ全体のスキル

アップやコミュニケーションを図ります。 
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（事業計画書様式３） 

１ 利用者サービスの向上・利用促進策  

公園の利用促進案を提案する上で、これまでの指定管理運営で培った経験やニーズから、も

ともと公園が持っている「個性（魅力）」をさらに引き出すための指針として、テーマを設定

しました。谷本公園のテーマは「＋eco ＋eco（プラスエコ プラスイーコ）」です。公園には

太陽光パネルなどエコな取組があり、利用マナーで問題が発生することがありました。そこ

で、エコに関して伸ばすとともに、マナー向上のために更なる取組をしていきます。 

 今年度は昨年度 3on3 コートが改修され、新しい利用者が増えることが想定されるため、利

用調整をするとともに、路上駐車への注意の呼びかけを継続し、利用者マナーの改善に注力し

ます。また、スポーツイベント等の開催を行い、利用促進を図ります。 

 

２ 広報・プロモーションの取組  

広報は手段や媒体によって、目にする年代や利用者層が変わってきます。できるだけ多くの

方に知っていただくため、ホームページやブログなどのネット情報のほか、広報よこはまなど

の広報誌や園内掲示板など、利用者層や年代に合わせた様々な媒体を活用することにより、利

用者数の上昇につなげていきます。また、広報時には当団体公式キャラクター「きりかぶ君」

を活用し、利用者の目にとまりやすく、親しみやすいシンボルとなるよう展開します。 

 今年度は昨年度開設した Twitter も用いながら、施設情報やイベント情報などを発信して、

利用者の増加や利便性の向上に取り組みます。 

 

３ 市民協働・市民主体の活動の支援・地域人材育成  

公園の管理運営を進める上で、市民協働及び市民主体の活動は、地域に根ざした公園づくり

や地域の活性化などを図る上で欠かせない取組です。「公の施設である公園は市民共有の財

産・空間である」という認識を元に、公園条例や管理運営方針などのルールのもとで市民協働

及び市民主体の活動の活性化や支援に寄与する取組を行います。今年度は公園やその周辺で活

動している地域活動に対して、公園の利用調整や物品の貸出などをして市民活動の支援をする

とともに、公園でもボランティア活動などを企画して市民協働を進めていきます。 

また、地域に根差した公園の管理運営をするために、区や地区がもつ課題である「近隣の人との

付き合いの希薄化」、「健康づくりの場の不足」、「遊ぶ場の不足」などに対し、人とのつながりの場

として花壇ボランティアの活動推進、高齢者が運動する場所として公園を使い易くなるように運動

器具の貸出、子供が遊びやすいように遊び道具の貸出等を行い、地域の課題に対し、公園が課題解

決の一助となるように取組を行います。 

 

４ 地域課題を踏まえた事業提案・地域活性化への貢献 
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５ 災害時の緊急対応  

災害発生時には避難場所として多くの市民が押し寄せることが考えられるため、災害対応マ

ニュアルなどの更新、AED 研修など行い、対応を見につけます。また、災害に備えて職員の

震度 5 強以上の地震発生時の自動参集に関する協定や、災害ベンダー自動販売機などの導入、

対応に当たる職員用の非常食や対応用資材の備蓄を行います。発災時には自動参集を行うた

め、早急な対応が行えるよう、徒歩参集が可能な近距離居住者の雇用を積極的に行います。 

 

６ 安全対策・防犯対策  

公園を安心して利用していただくために、利用者とは積極的に交流を持ち、不審者が入り込

みにくい環境を構築します。不審者情報などを入手した際は巡回を強化し早期発見や犯罪の防

止に努めます。また、「こども 110 番の家」の指定など、地域と連携して事件・事故の防止に

つなげます。夜間などの管理者不在時の安全対策は、夜間パトロールの実施などにより犯罪の

抑止に取り組む他、管理棟の防犯対策として機械警備システムを導入します。 

関係各所からの緊急連絡先は公園管理責任者およびエリア所長、総轄責任者を窓口とし、緊

急の連絡があった場合には、内容に応じた対応を迅速に実行します。 

 

７ 苦情・要望への対応・不法行為対策について  

ゴミの不法投棄などの不法行為だけでなく、園地の独占使用といった利用マナーがもとで苦

情が発生する場合もあります。巡視や注意喚起などによりこれらを防ぐ対策を講じると共に、

他の利用者への危険や迷惑になる行為には、「毅然とした姿勢」で啓発・指導を行います。 

また、ご意見箱の設置や無作為アンケートによる情報収集、いただいた苦情・要望の内容や

対応を取りまとめた書類の作成による記録と職員間・公園間の共有などに取り組みます。 

 

８ 本市の重要施策を踏まえた取組・環境への配慮  

横浜みどりアップ計画などの施策に積極的に取り組み、植栽帯の欠損箇所に捕植や挿し木を

行うことによる緑の増加、生物の住処が残るように草刈時期の調整、植物性廃棄物の堆肥化な

どによる処分量削減など、自然環境に配慮した維持管理や取組を行います。 

また、業務の一部委託や部品発注などの際には横浜市内の中小企業へ優先して発注するな

ど、管理運営にあたっては関係するその他施策を踏まえて運営を行います。 

 

９ 個人情報保護・情報公開・人権尊重・障害者差別解消  

個人情報の取り扱いにあたっては「個人情報の保護に関する法律」や市条例に準拠した管理

を行います。「個人情報管理責任者」には公園管理責任者を選任して監督を行い、職員全員に

個人情報の取り扱いを熟知させるため、新規雇用時及び年 1 回繰り返し研修を行います。 

障害のある方が利用する際には、一般の利用者とは違った視点からの要望が寄せられること

があるため、筆談具の用意や移動の誘導などの合理的配慮を提供できるように取り組みます。 

また、他公園で発生した事案や対応方法については公園管理本部を通じて共有し、同様の事

案に対して速やかに対応できるようにします。 



谷本公園 令和５年度 事業計画書 

7 

 

（事業計画書様式４） 

１ 公園の維持管理の基本方針  

 谷本公園は先行して南エリア（球技場、ニュースポーツ広場）、2015 年には北エリア（多目

的運動広場）、2022 年からは高架下エリア（庭球場、多目的運動広場）が整備され、スポー

ツ・レクリエーションの利用が盛んな公園です。また、遊具広場や自然と触れ合える場所とし

てビオトープが整備されているなど、様々な利用形態があります。2009 年度開園と比較的新

しいものの、今後の施設の老朽化を見据え、施設の長寿命化を図る必要があります。これらの

特徴と各仕様書・水準書を踏まえ、これまでに培った経験を活かした維持管理を行います。 

 

２ 公園施設・設備の維持管理  

 「横浜市公園施設点検マニュアル」を元にした研修を職員に行い、巡視時に目視・触診を基

本とした日常点検を行うことで、不具合などを早期発見し、軽微なうちに対応を行います。ま

た、巡視には毎日確認する基本的な項目に加え、より詳しく確認する項目を日別に設定するこ

とで日常点検の質を向上させるほか、レストハウス内や園内各所に季節に応じた飾り付けをす

ることで、園内の美観向上に取り組みます。 

 

３ 公園施設・設備の修繕計画  

 公園施設や備品は、経年劣化や悪戯など、様々な要因により不具合が発生し、修繕が必要と

なります。軽微な段階での不具合の発見、修繕を行い、修繕費用の削減と施設や備品の長寿命

化を図るとともに、対応時には内容や対応状況、希望する処置などについて記載する「不具合

報告書」と実際の処置内容、費用をまとめた「不具処置報告書」を作成します。これらの記録

を残すことで修繕費用の予算計上の参考にするとともに、対応の経緯を遡れるようにします。 

 今年度の修繕計画としては経常修繕のほか、水銀灯が使用されている園内灯の高効率照明へ

の切り替え、ベンチなどの使用頻度の高い施設の再塗装等を計画しています。 

 

４ 樹木・植栽等の管理  

谷本公園を大きく分けると、スポーツ施設が集中しているエリアとビオトープが整備されて

いるエリアに分けられます。スポーツ施設エリアに関しては、スポーツのイメージに合わせて

こまめな草刈や刈込、剪定を行います。ビオトープエリアは様々な生物が生息できるように刈

高の設定や繁茂しやすい植物の選択除去、昆虫類の隠れ場所となるように草刈時の刈り残しの

作成、落ち葉の腐葉土化など、生物多様性に配慮した管理を行います。 

 

５ 巡視・清掃  

巡視時には点検マニュアルに基づいた点検を行い、不具合や潜在的な危険の早期発見に取り

組みます。また、巡視時に園内のゴミの回収、工作物やトイレ・レストハウスなどの清掃を行

います。レストハウスやトイレなど利用が多い場所や汚れやすい場所は安全・快適に利用でき

るように、巡視時以外でも汚れを発見した際は随時清掃を行います。 
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（事業計画書様式５） 

無料事業実施計画一覧（自主事業含む） 

事業名 内容（募集人数・一人当たりの参加費） 新規 
実施

時期 
回数 

園路正常化計画 
植栽帯の切れ目などに対して、補植を行い園路・緑地

帯の正常な状態を維持する。 
  通年 ― 

ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ更新 
災害時に危険になると思われる場所を利用者へ周知す

るために、園内のﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを更新する。 
  下半期 1 

公園のｽﾃｷ化 
季節に応じた公園の飾り付けなどを行い、公園の「ｽﾃｷ

化」を実施する。 
  通年 ― 

樹名板の設置 園内の樹木に対して、樹名板の設置・更新を行う。   通年 ― 

らくがきﾎﾞｰﾄﾞの設置 
自由に落書きができる「らくがきﾎﾞｰﾄﾞ」を設置し、子

供の遊び場として使ってもらう。 
  通年 ― 

ｵｱｼｽの会 
地元町内会などとの情報交換を行い、感染症の状況に

応じて可能であれば関係団体を集めて集会を行う。 
  随時 1 

こども 110番の家指定 近隣小学校からこども 110番の家に指定してもらう。   通年 ― 

ｱﾝｹｰﾄ・意見箱設置 
随時ｱﾝｹｰﾄをとり、利用者ﾆｰｽﾞの把握に努める。また、

意見箱を設置し利用者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとして活用する。 
  通年 ― 

ｵﾘｼﾞﾅﾙｷｬﾗｸﾀｰの活用 
各種広報ﾂｰﾙに公式ｷｬﾗｸﾀｰ「きりかぶ君」を活用し、親

しみやすいｼﾝﾎﾞﾙとなるよう展開する。 
  通年 ― 

SNS・ﾌﾞﾛｸﾞでの活動発

信 

公園の情報発信として SNSやﾌﾞﾛｸﾞを活用し、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

を活用した情報発信を行う。 
  通年 ― 

ご年配の方の活動支援

協力 

地域のｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌﾁｰﾑなどの活動がしやすいように備品

の貸出などを行い、定期的な運動やｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取る場

所として利用しやすい環境になるよう支援する。 

  通年 ― 

地域のｲﾍﾞﾝﾄへの開催協

力 

地域住民を対象としたｲﾍﾞﾝﾄで公園を活用できるよう地

域と調整・協力をし、地域の活性化につなげる。 
  通年 ― 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙｷｬｯﾌﾟ回収 
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙのｷｬｯﾌﾟを回収する、「ｴｺｷｬｯﾌﾟ」活動を行

う。自動販売機業者と連携し、ﾘｻｲｸﾙに努める。 
  通年 ― 

機関紙・公園通信 

発行 

当団体独自の機関紙「ｵｱｼｽ新聞」や公園個別の取組を

紹介する「ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ通信」を発行し園内に掲示する。 
 通年 4～6 

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ管理 
ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟに生物が生息しやすい環境作りを実施。また、

観察できる生物のﾎﾟｽﾀｰ作成・掲示などを実施する。 
  通年 ― 
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事業名 内容（募集人数・一人当たりの参加費） 新規 
実施

時期 
回数 

ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ調査 
ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟの定期的な生物調査を行い、目標種の設定や維

持管理計画への反映に役立てる。 
  通年 ― 

多目的運動広場夏季散

水ﾎｰｽ貸し出し 

多目的運動広場にて夏季の貸切利用時に散水ﾎｰｽの貸し

出しを実施。 
  夏 ― 

3on3 ｺｰﾄの利用調整 
当日予約制の利用調整を実施。ﾙｰﾙについては状況に応

じて改定を検討する。 
  通年 ― 

会議室無料開放  

土日祝日で会議室の利用が一定時間ない場合は更衣室

や休憩ｽﾍﾟｰｽとして解放する。 
  通年 ― 

遊び道具の貸出 

気軽に公園で遊べるように遊び道具を貸し出す。ﾊﾞｽｹｯ

ﾄﾎﾞｰﾙ、空気入れ、簡易ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ、竹ぽっくりなどの昔

遊び用具、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌｾｯﾄを貸し出し予定。 

  通年 ― 

会議室用備品貸し出し 
会議室利用者に、指定管理者で購入した会議などで使

用できる備品の貸し出しを行う。 
  通年 ― 

公園資源の配布 
公園の職員やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方たちで作ったﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰなどを

ﾚｽﾄﾊｳｽなどで配布し、無料で持ち帰っていただく。 
 通年 ― 

自然観察会 
職員が解説をしながら、園内で見られる野草や樹木を

観察する。参加費無料で参加人数は 5～10名程度。 
  春・秋 2 

昆虫観察会 
園内に生息する昆虫やその標本を観察し、ｽｹｯﾁなどを

通じて昆虫の体の構造を知ってもらう。 
  夏 1 

野鳥観察会 
公園内外で見られる野鳥を観察する。参加費無料で 10

名程度予定。 
  冬 1 

緑のｶｰﾃﾝ 蓄熱抑制や日陰作りとして、緑のｶｰﾃﾝを設置する。   夏 1 

こいのぼり飾りつけ 地域の方からいただいたこいのぼりを園内に飾る。  
4～ 

5 月 
1 

ﾐｽﾄｼｬﾜｰ設置 園内に熱中症対策としてﾐｽﾄｼｬﾜｰを設置。   夏 １ 

夏季日除け設置 球技場内に日除けを設置し、避暑地を作る。   通年 ― 

七夕まつり 
七夕の時期に短冊に願い事を書いてもらい、竹に飾り

付けて展示する。 
 

6～ 

7月 
1 

ﾔｷﾞ出張除草 
玄海田公園で飼育しているﾔｷﾞを出張させて、球技場脇

の柵で区切られた区画内の除草を行う。 
 

6～ 

7月 
１ 
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事業名 内容（募集人数・一人当たりの参加費） 新規 
実施 

時期 
回数 

ﾐﾂﾊﾞﾁ養蜂 
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞの一角でﾆﾎﾝﾐﾂﾊﾞﾁを飼育。可能であれば初夏

～秋ごろに蜜蝋作り体験のｲﾍﾞﾝﾄに活用する。 
 通年 ― 

季節のお楽しみｲﾍﾞﾝﾄ 
10月のﾊﾛｳｨﾝなど、季節の行事や風物詩に絡めて子供

対象のお菓子つかみなどのお楽しみｲﾍﾞﾝﾄを開催する。 
 随時 1～2 

球技場無料開放 
球技場の工事後、球技場を無料開放し、新しくなった

人工芝を一般の方にも体験してもらう。 
 

11～ 

12月 
1 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会 
北側多目的運動広場で誰でも参加できるｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大

会を開催。 
○ 

4～ 

5月 
1 

公園モニター 

（花壇ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）活動 

利用者の方に花壇の手入れなどの講演活動に協力して

いただき、利用者目線からの意見をいただく。 
 通年 12 

 

有料事業実施計画一覧（自主事業含む） 

事業名 内容(募集人数・一人当たりの参加費) 
新

規 

実施

時期 
回数 

自主事業予算額 

総経費 収入 

苗の販売 育てた花苗を販売し、家庭で緑に触れる

機会を提供する。2～3 ﾎﾟｯﾄ 100円。 

 随時 ― 4,000 5,000 

はまっ子ﾕｰｷ販売 はまっ子ﾕｰｷを販売する。1 袋 300 円。20

袋程度の売り上げを想定。 

 
通年 ― 6,000 6,000 

冬季ﾅｲﾀｰ利用 

拡大 

冬季の球技場で利用枠を拡大し、ﾅｲﾀｰ利

用ができるようにする。使用料は通常の

施設使用料に準ずる。 

 12～ 

3月 

― 650,000 2,800,000 

冬季早期解放 冬の整備期間を短縮して整備を行い、球

技場の利用枠を提供する。収入は通常の

施設使用料に準じる。 

 
3月 6日 50,000 320,000 

球技場早朝解放 区の少年ｻｯｶｰﾁｰﾑに早朝の練習場所として

球技場を提供する。収入は施設使用料。 

 
夏 3日 10,000 17,400 

ｻｯｶｰ教室 毎週金曜日に幼稚園児～小学生向けのｻｯ

ｶｰ教室を開催。参加費は月額 6500円～

7500円で 100名程度想定。年に 1回無料

体験会を開催。収入は施設使用料。 

 下半

期 

 

15 20,000 500,000 

ｻｯｶｰ大会 

（横浜 FC ｶｯﾌﾟ） 

地域のｻｯｶｰﾁｰﾑも招いたｻｯｶｰ大会を開催。

参加費は 1 ﾁｰﾑあたり 7,000円、計 14 ﾁｰﾑ

を募集予定。収入は公園の施設使用料。 

 11～

12月 

1 10,000 23,200 
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事業名 内容(募集人数・一人当たりの参加費) 
新

規 

実施

時期 
回数 

自主事業予算額 

総経費 収入 

ｻｯｶｰ交流試合 

（横浜 FC ｽﾏｲﾙﾌｪ

ｽﾃｨﾊﾞﾙ） 

地域のｻｯｶｰﾁｰﾑと公園のｽｸｰﾙﾁｰﾑとの交流

試合。1 ﾁｰﾑあたり 5,000円程度で 9 ﾁｰﾑ

を募集予定。収入は公園の施設使用料。 

 下半

期 

１ 10,000  23,200 

ﾖｶﾞ教室 会議室を利用して大人向けのﾖｶﾞ教室を開

催。女性向けは 600円、男女制限なしは

800円。それぞれ定員 9名で募集。 

 通年 週１ 

 

200,000 302,000 

ﾃﾆｽ教室 大人向け・子供向け 2種類のﾃﾆｽ教室を開

催。4回参加で 8000円前後、週 1回開

催。収入は施設使用料。 

 通年 48 20,000 422,400 

ﾃﾆｽﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会 庭球場でﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会を開催。参加費は 1

回 3,000円程度。収入は施設使用料。 

 通年 12 20,000 105,600 

寄せ植え教室 新年の飾り付けに使える寄せ植え教室を

行う。参加費は 1人 1,500円で 8人予定。 

 
12月 1 20,000 12,000 

こども操教室 

 

児童対象の走り方や体の動かし方などの

運動教室を開催。3回程度の連続講座。1

回 500円で各回 9組募集。 

 夏 1 30,000 13,500 

蜜蝋づくり体験 公園のﾐﾂﾊﾞﾁの巣の収穫・加工作業を体験

してもらう。1組 1000円で 5組募集。 

 上半

期 

1 10,000 5,000 

ﾊｰﾊﾞﾘｳﾑづくり 花壇や植栽された樹木の花を使ってﾊｰﾊﾞﾘ

ｳﾑにする。1人 300円で 8人募集。 

 上半

期 

1 10,000 2,400 

 

（事業計画書様式６） 

業務の第三者委託一覧 

業務名 内容 再委託会社 年回数 実施月 契約方式 

植栽管理 

 

草刈・高木剪定等植栽管理 ㈱緑とｺﾐｭﾆﾃｨ 

 

随時 随時 随意契約 

夜間警備 

 

夜間の緊急時対応 

（職員常駐時間外） 

京浜警備保障㈱ 

 

通年 通年 

 

随意契約 

管理棟機械警備 機械警備作動時対応他 京浜警備保障㈱ 通年 通年 

 

随意契約 

AED 設置 AED 設置及び消耗品交換 京浜警備保障㈱ 通年 通年 随意契約 

自家用電気工作物の 

保安管理 

電気設備の点検 (一財)関東電気 

保安協会 

6 隔月 随意契約 
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（事業計画書様式７） 

収支予算書（指定管理事業のみ）                       （単位：円） 
科目 当初予算額 

(A) 

補正額 

(B) 

予算現額 

(C=A+B) 

決算額(D) 差引 

(C-D) 

説明 

 収入の部 

指定管理料 29,779,278       

利用料金収入 10,500,000      ※1 

自主事業収入 4,557,700       

雑入       

その他雑入       

収入合計（a） 44,836,978       

 

科目 当初予算額 

(A) 

補正額 

(B) 

予算現額 

(C=A+B) 
決算額(D) 

差引 

(C-D) 
説明 

支出の部 

人件費 28,950,000      

 

給与・賃金 28,000,000       

社会保険料 0       

通勤手当 750,000       

福利厚生費 200,000       

勤労者福祉共済掛金 0       

退職給付引当金繰入額 0       

事務費 2,354,000      

 

旅費 8,000       

消耗品費 620,000       

会議賄い費 15,000       

印刷製本費 70,000       

通信運搬費 250,000       

使用料及び賃借料 270,000      

 
（横浜市への支払い分） 170,000      

（その他） 100,000      

備品購入費 200,000       

保険料 130,000       

振込手数料 5,000       

リース料 600,000      AED 設置費含む 

手数料 16,000       

その他事務費 170,000       

自主事業費 1,300,000      

管理費 7,700,000      

 

光熱水費合計 4,510,000      

 

光熱水費（電気） 3,500,000       

光熱水費（ガス） 60,000       

光熱水費（水道） 550,000       

光熱水費（下水道） 400,000       

清掃費 800,000       

修繕費 1,000,000       

機械警備費 140,000      機械警備費含む 

公園及び公園施設設備保全費 1,250,000      放送設備点検費含む 

 

施設（建物）・設備保守 400,000       

園地管理費 700,000       

その他保全費 150,000      夜間巡視費含む 

公租公課 10,000      

 

公租公課（事業所税） 0      

公租公課（消費税） 0      

その他公租公課 10,000      

事務経費（本部分） 4,000,000      

雑費 0      

支出合計（ｂ） 44,314,000       

差引（ａ―ｂ） 522,978       

 

（参考）指定管理事業外の収支 

設置管理許可収入合計（ｃ） 12,600,000      駐車場、自動販売機 

設置管理許可支出合計（ｄ） 10,500,000      駐車場、自動販売機 

差引（ｃ－ｄ） 2,100,000       
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今年度の収支計画 

※1 球技場の改修工事の為、利用料金収入の減少あり。 

 

・球技場の冬期ナイター利用枠の開放などを行い、自主事業収入の増加に取り組みます。 

・消耗品購入の際には、先々の消費を見越した大量購入を行うことで単価を抑え、費用の削減に

取り組みます。 

・北側トイレ等の施設の増加に伴い、増加する消耗品費などに予算を分配します。 

・昨年度の利益還元として、無料イベントの実施や利便性向上につながる物品の購入等を予定し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



谷本公園 令和５年度 事業計画書 

14 

 

（事業計画書様式８） 

 運営目標 

項  目 取組み内容及び具体的な数値目標 

業務運営１ 

（様式２：運営業務の実

施計画・取組） 

・公園の利害関係者（利用者・地域・生き物・横浜市・指定管理者）それぞ

れに対して対応した取組を 5つ以上行う。 

 

・利用者アンケートを毎月 5回答、年間 60回答以上収集する。 

業務運営２ 

（様式２：管理運営体

制、人員の配置と研修

計画） 

・公園職員に対する研修を月 1回、年間 12回以上行う。 

 

・計画に準じた人員配置のほか、イベント時には必要に応じて職員を 1 名

以上増員し、利用者案内などのイベント補助を行う。 

 

・管理運営における共通認識や情報共有のために、公園管理事務所およ

び公園管理本部それぞれで毎月 1回会議を行い、苦情・要望などの事例

共有や資機材の調整などを行う。 

業務運営３ 

（様式３：利用者サービス

の向上・利用促進策） 

・アンケートや要望を反映した取組を 2つ以上行い、利用者満足度の向上

に取り組む。 

 

・鯉のぼりや七夕などの季節に応じた装飾をレストハウスもしくは園内に年

10回以上行う。 

業務運営４ 

（様式３：広報・プロモー

ションの取組） 

・季節の情報やイベント情報などを発信する公園ブログを月 4回、年間 48

回以上更新する。 

 

・地域住民や小学生対象のイベントの告知時に、地域や学校の掲示板に

イベントポスターの掲示を年 2回以上行う。 

業務運営５ 

（様式３：市民協働、市

民主体の活動の支援、

地域人材育成） 

・人とのつながり作りの場として、花壇ボランティア活動を月 1 回、年間 12

回実施し、PRなどに力を入れて、花壇ボランティアの登録人数を 10人以

上にする。 

 

・地域のスポーツ団体などと連携・協働したイベント・取組を年間 3 種類以

上実施する。 

 

・高齢者の健康増進に関わる取組を年間 2種類以上実施する。 
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業務運営６ 

（様式３：地域課題を踏

まえた事業提案・地域活

性化への貢献） 

 

業務運営７ 

（様式３：本市の重要施

策を踏まえた取組・環境

への配慮） 

・公園で発生した落ち葉を腐葉土化し、花壇、プランターへ年 2 回以上活

用する。 

 

・利用者参加型の生物多様性に関するイベントを年 4回以上実施する。 

 

・球技場改修に伴い、マイクロプラスチック関係の取組を年 1 種類以上実

施する。 

業務運営８ 

（様式４：公園の魅力を

高める施設保全・管理） 

・公園に植栽された樹木や、花壇で育った季節の花を使った飾り作りを行

い、レストハウスの装飾への活用もしくは一般の方への配布を年 3回行う。 

 

・ビオトープの草刈時には生物の生息場所が残るように刈残しを作る、刈

高を高めにしておくなどの生物に配慮した維持管理を行う。 

業務運営９ 

（ 様式４ ：施設 （建物

等）、設備の維持管理、

修繕計画） 

・園内灯で電球が水銀灯のまま未改修の箇所を 3 箇所以上高効率照明

の電球に交換する。 

 

・日常点検の段階で軽微な施設の異常・劣化を見つけられるように「横浜

市公園施設点検マニュアル」を元にした研修を公園職員に年 1回行う。 

業務運営１０ 

（様式４：樹木、植栽等

の管理） 

・高木剪定を年間 30本以上行う。 

 

・芝生の刈込作業の年間作業数量が年 3 回以上になるようスポーツ施設

周辺の草刈頻度を増やし、快適な状況を維持する。 

業務運営 1１ 

（様式４：巡視・清掃） 

・359 日職員による朝と夕方の 1 日 2 回の園内巡視を行うほか、年末年

始にも警備会社による巡視を行い、365日巡視を行う。 

 

・施設の閑散期や整備期間中などに、高圧洗浄機やポリッシャーを用いた

特殊な清掃を建物内、屋外それぞれ年 1回以上行う。 

収支 

（様式７：収入確保、経

費節減策） 

・園内作業および修繕作業については、公園職員が対応できる範囲のも

のは基本的に公園職員で行い、外注費用の削減を行う。 

 

・花壇やプランターへの植え付け、花苗販売に用いる花苗を公園で年間

150 ポット以上育て、花壇整備にかかる経費の削減と収入の増加に取り

組む。 

 


